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(57)【要約】
　本発明は、特に自動車用の安全ベルト装置に関し、該
装置は、自動車本体に連結されるハウジング内に回転可
能に取り付けられ、かつ、安全ベルトの一端を保持する
巻回軸を備え、巻回軸は、安全ベルトが該巻回軸に巻回
される巻回位置へと予応力が付与され、安全ベルトは、
巻回軸の回転の結果、予応力に逆らって巻回軸から繰り
出し可能であり、安全ベルトは、巻回軸に保持された一
端から出口開口を通過して巻回軸の外に突出する。本発
明によれば、安全ベルトは、巻回軸から完全に繰り出さ
れた状態において、該巻回軸に保持される端部と該巻回
軸の出口開口との間で少なくとも一つの表面をシートの
様に覆って延在するように提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に自動車用の安全ベルト装置であって、
　自動車本体に連結されるハウジング内に回転可能に取り付けられ、かつ、安全ベルト（
１６）の一端を保持する巻回軸（１２）を備え、前記巻回軸（１２）は、前記安全ベルト
（１６）が該巻回軸（１２）に巻回される巻回位置へと予応力が付与され、前記安全ベル
ト（１６）は、巻回軸の回転の結果、予応力に逆らって前記巻回軸（１２）から繰り出し
可能であり、前記安全ベルト（１６）は、前記巻回軸（１２）に保持された端部から、出
口開口（３２）を通過して前記巻回軸（１２）の外に突出する、安全ベルト装置において
、
　前記安全ベルト（１６）が、前記巻回軸（１２）から完全に繰り出された状態において
、該巻回軸（１２）に保持される端部と該巻回軸（１２）の前記出口開口（３２）との間
で少なくとも一つの表面（３０）をシートの様に覆って延在するようにした安全ベルト装
置。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの表面（３０）は、前記巻回軸（１２）の表面（３０）、詳細には
前記巻回軸（１２）の外面（３０）である請求項１に記載の安全ベルト装置。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの表面（３０）は、前記巻回軸（１２）の外面（３０）に設けられ
る外被層によって形成される請求項１または２に記載の安全ベルト装置。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの表面（３０）は、湾曲している請求項１～３の何れか１項に記載
の安全ベルト装置。
【請求項５】
　入口開口と出口開口（３２）とを備えた少なくとも一つのスロット（１４、１５）が、
前記巻回軸（１２）の内部を貫通し、前記安全ベルト（１６）は、前記スロット（１４、
１５）を通過する請求項１～４の何れか１項に記載の安全ベルト装置。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの表面は、前記少なくとも一つのスロット（１４、１５）を横方向
に画定する表面である請求項５に記載の安全ベルト装置。
【請求項７】
　前記安全ベルト（１６）は、前記巻回軸（１２）から完全に繰り出された状態において
、前記巻回軸（１２）に保持された端部から始まり、まず前記巻回軸（１２）の第１のス
ロット（１５）を通過し、続いて前記少なくとも一つの表面（３０）上を通り、その後前
記巻回軸（１２）の第２のスロット（１４）を通過して延在する請求項１～６の何れか１
項に記載の安全ベルト装置。
【請求項８】
　前記第１と第２のスロット（１５、１４）は、互いに平行に延在する請求項７に記載の
安全ベルト装置。
【請求項９】
　前記安全ベルト（１６）は、前記巻回軸（１２）から完全に繰り出された状態において
、前記巻回軸（１２）に保持された端部から始まり、まず前記少なくとも一つの表面（３
０）上を通り、続いて前記巻回軸（１２）の少なくとも一つのスロット（１４）を通過し
て延在する請求項１～６の何れか１項に記載の安全ベルト装置。
【請求項１０】
　前記安全ベルト（１６）は、前記巻回軸（１２）に保持される端部にループ部（１８）
を有し、該ループ部内にボルト（２０）が通され、該ボルトは前記巻回軸（１２）の受容
部（３６）内に保持される請求項１～９の何れか１項に記載の安全ベルト装置。
【請求項１１】
　前記巻回軸（１２）は、少なくとも部分的にプラスチックから構成される請求項１～１
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０の何れか１項に記載の安全ベルト装置。
【請求項１２】
　前記巻回軸（１２）は、少なくとも部分的にアルミニウム材から構成される請求項１～
１０の何れか１項に記載の安全ベルト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車本体に連結されたハウジング内に回転可能に取り付けられ、かつ、安
全ベルトの一端を保持する巻回軸(wind-on spindle)に関する。該巻回軸は、安全ベルト
が該巻回軸に巻回される巻回位置へと予応力が付与され、安全ベルトは、巻回軸の回転の
結果、予応力に逆らって巻回軸から繰り出し可能であり、安全ベルトは、巻回軸に保持さ
れたその一端から出口開口を通過して巻回軸の外に突出する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の安全ベルト装置は、例えば自動車において使用される。巻回軸に該巻回軸を貫
通する平坦なスロットを設けることが知られている。これにより安全ベルトの一端をスロ
ットの開口に固定することができ、安全ベルトを、スロットに通して出口開口を形成する
他方のスロット開口から引き出し、車両内部へと案内することが可能である。
【０００３】
　とりわけ自動車が障害物に衝突した場合、この種の安全ベルト装置に非常に大きな力が
作用する。安全ベルト装置は、常にこのような力に耐えなければならない。このような荷
重をシミュレートするために、安全ベルトが軸から完全に繰り出された状態のときに、安
全ベルト装置を最大１５ｋＮの引張力にさらす。この際、構成部品の故障が発生してはな
らない。ベルトが完全に繰り出された状態において、上記のような力が作用すると、特に
これらの装置の巻回軸は極めて高い荷重にさらされる。安全ベルトが固定されている軸の
部分は、特に重要である。従って、これらの巻回軸は相応に堅固な設計でなければならな
い。
【０００４】
　従来、肉厚の亜鉛ダイカスト製やアルミニウムダイカスト製の軸が用いられてきた。然
しながら、こうした軸は、比較的コストが高くまたかなりの重量がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、上述の先行技術をもとに、本発明の目的は、従来技術に比べてより経済的に製
造可能で、かつ、軽量化を実現しながらも安全性要件を常に満たす、冒頭に述べた種類の
安全ベルト装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、上記目的は請求項１の主題によって達成される。好適な改良形態は、
従属請求項、明細書および図面に記載されている。
【０００７】
　冒頭に述べた種類の安全ベルト装置に関して、本発明は、巻回軸から完全に繰り出され
た状態において、安全ベルトが、巻回軸に保持されたその一端と巻回軸の出口開口との間
で、少なくとも一つの表面をシートの様に覆って延在することにより目的を達成する。
【０００８】
　本発明による安全ベルト装置は、例えば自動車に配設することができる。安全ベルトは
、その一端が巻回軸に固定される。巻回軸の予応力は、それ自体公知の、例えばバネによ
り与えることができる。更に、安全ベルト装置は、ラッチを備えた阻止装置を同様に公知
の方法で有してもよく、該阻止装置は、例えば自動車が障害物に衝突した際や自動車が急
角度で傾いた場合に、大きな加速度が生じると安全ベルトを制止することで、乗員をベル
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トにより保持する。更に、安全ベルト装置は、装置が大きな力を受けると捻じれることに
よりエネルギーの一部を吸収するトーションバーを有してもよい。
【０００９】
　本発明によれば、完全に繰り出された状態において、安全ベルトは少なくとも一つの表
面をシートの様に覆って案内される。該表面上を案内される間、ベルトの方向が変わるで
あろう。本明細書において、安全ベルトは少なくとも一つの表面をシートの様に覆って延
在すると記載されている場合、これはベルトがシート状に該表面に当接している、即ち、
該表面にシート状に摩擦接触していることを意味する。本発明によれば、このように形成
された摩擦表面は、ベルト端の固定部と軸の出口開口との間に設けられ、ベルトに対し湾
曲表面を形成している。この場合、出口開口とは、ベルトがハウジングを出て車両内部に
案内される直前の、ベルト繰出方向において軸の外に出る最後の出口開口のことを指す。
当然のことながら、ベルトはそれ以前にも巻回軸の別の出口（および再入）開口を通過す
ることが可能である。重要なのは、軸に固定されたベルト端部と最後の出口開口との間に
、ベルトが完全に繰り出された状態で当接する少なくとも一つの摩擦表面を設けることだ
けである。
【００１０】
　荷重が掛かっている安全ベルト装置に作用する力は、摩擦表面によってその一部が吸収
される。その結果、ベルト端部を軸に固定している特に重要な部分に作用する力も減少す
る。そのため、巻回軸に求められる安定性要件が軽減され、更に、時には極めて大きな荷
重にも巻回軸は常に持ちこたえる。本発明によれば、巻回軸は肉厚がより薄いため軽量で
あることに加え、プラスチックを巻回軸の材料として検討することもできる。その結果、
安全ベルト装置は従来の装置に比して一層経済性に優れ、また大幅に軽量化される。
【００１１】
　同時に、本発明による装置は、この種の既知の装置と略同じ方法で取り付けることがで
きる。このことは、まさに現在の安全関連部品に関し決定的な重要性を持つ。と言うのは
、設計または取付方法のいかなる変更も、実施のために検査および許可を受けなければな
らないからである。
【００１２】
　特に実用的な方法において、少なくとも一つの表面は、巻回軸の表面、具体的には巻回
軸の外面であってもよい。本改良形態は、既知の巻回軸に比して、巻回軸の構造をほんの
僅か変更するだけでよいので、構造の面で低費用であることが特徴である。また、少なく
とも一つの表面は、巻回軸の外面に設けられる外被層によって形成されることも可能であ
る。上記外被は、例えばプラスチック材料から構成されてもよく、これによりベルトが当
接する外面を形成する。外被面は、安全ベルト材との摩擦時に特に高い摩擦係数をもたら
す材料から構成することができる。その結果、軸が受ける荷重は更に減少する。更なる改
良形態によれば、少なくとも一つの表面を、例えば円を描くように湾曲させてもよい。こ
の湾曲部分によって、摩擦表面がベルトの形状に好適に適合することにより、非常に広範
囲かつ均一な摩擦接触が生じる。ベルトが具体的には軸の円筒形外面、または、これに対
応する外被面の上を案内される場合、ベルトを、具体的には軸の円周の少なくとも４分の
１にわたって円周方向に案内することができる。
【００１３】
　特に実用的な更なる改良形態によれば、入口開口と出口開口とを有する少なくとも一つ
のスロットを巻回軸内部に延在させてもよく、安全ベルトは該スロットを通過する。従っ
て、ベルトは、入口開口からスロットに入り、該スロットを通過し、出口開口から再びス
ロットの外に出る。スロットは実質的に平坦な設計としたり或いは湾曲を有していてもよ
い。具体的には、スロットは、例えば円筒形の巻回軸の壁を貫通させることができる。そ
して更なる改良形態によれば、少なくとも一つの表面は、少なくとも一つのスロットを横
方向に画定する表面であると考えられる。この場合、安全ベルトは、巻回軸の外面（或い
は、これに対応する外被面）およびスロットの内壁の双方に接して延在することも可能で
ある。
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【００１４】
　更なる改良形態によれば、巻回軸から完全に繰り出された状態において、安全ベルトは
、巻回軸に保持された端部から始まり、まず巻回軸の第１のスロットを通過し、続いて少
なくとも一つの表面上を通り、その後巻回軸の第２のスロットを通過する。その後ベルト
は、詳細には第２のスロットによって形成された出口開口を抜けて軸の外に出る。その結
果、安全ベルトは、第１のスロットから出て、続いて例えば巻回軸の湾曲外面上を通り、
その後第２のスロットに入る。ベルトが第１のスロットを出るとき、および、第２のスロ
ットに入るとき、ベルトは夫々の場合において、例えば６０°以上にわたって、詳細には
約９０°にわたって方向転換するようにできよう。軸は、この場合特に、第１と第２のス
ロットのみを有してもよい。第１と第２のスロットは互いに平行に延在してもよい。これ
により、軸に掛かる荷重をとりわけ均一にすることができる。
【００１５】
　更なる改良形態において、巻回軸から完全に繰り出された状態において、安全ベルトは
、巻回軸に保持された端部から始まり、まず少なくとも一つの表面の上を通り、続いて巻
回軸の少なくとも一つのスロットを通過する。その後ベルトは、やはりスロットによって
形成することができる出口開口を抜けて軸の外に突出する。本改良形態において、上記ス
ロットは軸における唯一のスロットとすることもできる。従って、本改良形態において、
ベルトは固定部から始まり、まず摩擦表面の上を通り、続いてスロットを通過する。やは
り、摩擦表面は、例えば巻回軸の湾曲（外）面とすることができる。
【００１６】
　巻回軸に固定するために、安全ベルトは巻回軸に保持される端部にループ部を有しても
よく、同ループ内にボルトを通して同ボルトを巻回軸の受容部内に保持する。安全ベルト
が繰出方向の引張荷重を受けると、ボルトは巻回軸の対応するベアリング面に当接する。
これにより、ボルトひいては安全ベルトが確実に保持される。
【００１７】
　巻回軸に掛かる荷重は本発明によれば低減されるので、巻回軸は、少なくとも部分的に
、詳細には全体的にプラスチックから構成することができる。例えば、ポリアミド等のポ
リマーが考えられ得る。こうして軸ひいては安全ベルト装置を、ことのほか経済的に製造
し得ると同時に軽量化し得る。また、例えばプラスチック射出成形作業によって二成分部
品(two-component part)として成形される異なるプラスチックから巻回軸を製造すること
も可能である。この場合、力が作用すると大きな荷重を受ける部分を、特に耐力に優れた
プラスチック、例えばポリアミドから形成することができ、一方で残りの部分を、前者よ
り耐力は劣るが経済性に優れたプラスチック、例えばポリプロピレンから製造することが
できる。当然のことながら、例えば安全ベルト装置の阻止装置のラッチを、金属から形成
することも可能である。同様に、当然のことながら、巻回軸は、少なくとも部分的に、詳
細には全体的にアルミニウムその他の金属材料から構成されることも考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来技術による安全ベルト装置の分解斜視図である。
【図２】図１の安全ベルト装置の組立状態を示す斜視図である。
【図３】本発明による安全ベルト装置の分解斜視図である。
【図４】図３の安全ベルト装置の組立状態を示す斜視図である。
【図５】図４の安全ベルト装置の別の斜視図である。
【図６】図４の安全ベルト装置の断面斜視図である。
【図７】本発明による安全ベルト装置の更なる例示的実施形態の斜視図である。
【図８】図７の安全ベルト装置の別の斜視図である。
【図９】図７の安全ベルト装置の断面斜視図である。
【図１０】図７の安全ベルト装置の別の断面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　本発明の例示的な実施形態を、図面を参照しながら以下により詳しく説明する。
　特に明記されていない限り、図面において、同一の参照符号は同一の物を示す。図１、
２は、従来技術による安全ベルト装置１０′を示す。実質的に中空円筒形状を有する巻回
軸１２′の分解図を図１に示す。図示された例において、軸１２′は、亜鉛ダイカスト製
の軸である。該軸は巻回軸１２′を貫通する平坦なスロット１４′を有している。図１、
２に該スロットの上部開口を示す。その他に、一端にループ部１８′を有する安全ベルト
１６′が示されており、ループ部１８内にはボルト２０′が挿入される。図２に示す組立
状態において、安全ベルト１６′は、ボルト２０′と共にスロット１４′の入口開口部分
において対応するベアリング面上に保持されることにより固定される。更に図２に示すよ
うに、安全ベルト１６′は、スロット１４′の下部出口開口を通過してスロット１４′か
ら出る。安全ベルト装置１０′は更に、軸１２′の内部にそれ自体公知の方法で取り付け
られるトーションバー２２′を有する。図１では開放されている巻回軸１２′の端面は、
組立状態では、ベアリングボルト２６′を有するベアリング要素２４′によって閉鎖され
る。巻回軸１２′は、ハウジング（詳しく図示せず）内に回転可能に取り付けられる。本
例において、軸１２′は、安全ベルト１６′が軸に巻回される巻回位置へと、バネ（詳し
く図示せず）によって予応力が付与される。ベルトは、引っ張ることにより、バネの予応
力に逆らって、図示される完全に繰り出された位置へと引き出すことができる。ベアリン
グ要素２４′に配置される歯状要素２８′は、阻止装置（詳細に図示せず）の一部であり
、該阻止装置は、万一大きな加速度がベルトに作用した場合、軸１２′の回転運動を阻止
する。図１、２に示す安全ベルト装置の構成は、それ自体公知である。故に、この装置に
関する更なる説明は省略する。
【００２０】
　図３～図６は、本発明による安全ベルト装置１０の第１の例示的実施形態を示す。本実
施形態は、基本構造において図１、２に示す安全ベルト装置１０′と略同様である。詳細
には、本発明による安全ベルト装置１０も、実質的に円筒形の巻回軸１２を有する。また
、トーションバー２２が、巻回軸１２の内部に取り付けられ、図３に示す巻回軸１２の開
放端面は、ベアリングボルト２６を有するベアリング要素２４によって閉鎖される。ベア
リングボルトを有するこのようなベアリング要素が、同様に巻回軸１２の両側に設けられ
る。巻回軸１２は、やはりハウジング（詳しく図示せず）内に回転可能に取り付けられ、
バネによって巻回位置へと予応力が付与される。更に、安全ベルト装置１０の阻止装置（
詳しく図示せず）の一部としての歯状要素２８が、やはりベアリング要素２４内に挿入さ
れる。
【００２１】
　例示された実施形態において、トーションバー２２、ベアリングボルト２６を含むベア
リング要素２４および歯状要素２８は、例えば鋼材等の金属材料から構成される。然しな
がら、従来の軸とは異なり、本発明による巻回軸１２は、プラスチック材料から構成され
る。このことは、本発明による巻回軸１２の特殊な形態により可能である。例えば図６の
断面図に示すように、巻回軸１２は、巻回軸１２の円筒壁を貫通して互いに平行に延びる
二つの平坦なスロット１４、１５を有する。第１のスロット１５は、図において下端に広
幅開口を有し、ループ部１８とループ部に挿通されるボルト２０とを備えた安全ベルト１
６を、図６に示すように該広幅開口内に挿入することができる。スロット１５は、ボルト
２０ひいては安全ベルト１６が図６における上方への移動に抗してスロット１５の開口内
に固定されるように、上記広幅部から幅が狭まっている。
【００２２】
　同様に図６に示すように、安全ベルト１６は、その固定部から、第１のスロット１５を
通過し上部出口開口から外に出た後、約９０°にわたって方向転換する。次にベルト１６
は、巻回軸１２の上方の湾曲外面３０上を案内される。この場合、安全ベルト１６は、詳
細には、巻回軸１２の円周の約４分の１にわたって案内される。安全ベルト１６はそれか
ら、第２のスロット１４の上部入口開口から第２のスロット内に挿入され、該スロットを
通過して、その下部出口開口３２へと案内される。第２のスロット１４内への挿入のため
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に、安全ベルト１６は、再び約９０°にわたって方向転換する。その後、安全ベルト１６
は、第２のスロット１４の下部出口開口３２から出る。図４～図６に示すような、巻回軸
１２から完全に繰り出された状態において、安全ベルト１６は、シート状に軸１２の外面
３０に当接している。この状態で、図６に矢印３４で示されるベルトの繰出方向への引張
力が安全ベルト１６に働いた場合、引張力の一部は、安全ベルト１６の下面と巻回軸１２
の表面３０との間の摩擦接触により吸収される。ループ部１８およびボルト２０によって
形成され、軸１２に固定される安全ベルト１６の固定部に作用する力は、その分減少する
。その結果、ベルト装置の安全性を損なわずに、巻回軸１２をプラスチック材料から製造
することが可能となる。第１と第２のスロット１５、１４は、この場合、出口開口３２か
ら突出する安全ベルト１６の端部に矢印３４に沿って作用する力に実質的に平行して延在
させることができる。然しながら、矢印３４に従った張力荷重が掛かると、軸１２は、図
５、６に示す位置から時計回りに僅かに回転することがある。従って、引張方向とスロッ
トとの間に鋭角が存在し得る。
【００２３】
　図７～図１０は、本発明による安全ベルト装置１０の更なる例示的実施形態を示す。本
実施形態は、図３～図６に示す安全ベルト装置１０と略同様である。然しながら、図３～
図６の安全ベルト装置１０とは異なり、図７～図１０における安全ベルト装置１０は、た
だ一つのスロット１４を有する。とりわけ図９、１０に示すように、安全ベルト１６はや
はり、本形態においても、ループ部１８に挿通されたボルト２０によって、巻回軸１２の
受容部３６内に固定される。然しながら本例示的実施形態においては、安全ベルト１６は
、図示されるような軸１２から完全に繰り出された状態において、まず上記固定部からス
ロット１４の上部入口開口まで巻回軸１２の湾曲外表面３０上を案内される。この場合、
本実施形態では、安全ベルト１６は、巻回軸１２の円周の約半分にわたって案内される。
次に安全ベルト１６は、入口開口を経てスロット１４内に入り、出口開口３２を通過して
スロット１４から突出する。スロット１４は、この場合、出口開口３２から突出する安全
ベルト１６の端部に作用する、図７に例示される矢印３４に従った力と非平行に延在させ
ることができる。図７～図１０による実施形態では、作用力を減少させるために設けられ
る摩擦表面を更に増大し得るため、安全性要件を遵守しながら巻回軸１２に求められる安
定性要件を更に軽減することができる。
【００２４】
　図面に示していないが、巻回軸１２の外表面３０上に、その上を安全ベルト１６が案内
される外被層を設けることも可能である。材料の適切な選択により、ベルトと外被面との
間に特に高い摩擦係数を生じ得るため、摩擦表面の力減少作用を最大限に活用することが
できる。その上、例えば図７～図１０に示す実施形態において、巻回軸１２を、例えば射
出成形法を用いて異なるプラスチックから二成分部品として製造することが考えられる。
この場合、大きな荷重が掛かる部分、例えばスロット１４を形成する壁部３８および／ま
たは受容部３６を形成する部分４０、を軸１２の他の部分よりも大きな耐力を有するプラ
スチックから製造することができる。
【００２５】
　従って本発明による安全装置は、従来の安全装置と比べて、より経済的な製造および軽
量化を実現し、斯かる装置に課される安全性要件を常に満たす点において区別される。
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